
照会日

現　　状

  　　本受付票とともに“照会地の範囲を記した地図”を添えて当係までお送りください。

江東区

 社名：

 担当：
:者名

  当該地は現在のところ周知の埋蔵文化財包蔵地に

     №　　　　　と同じ    ※複数件の照会時のみ

      土木工事などに関わる事前調査  （ 解体工事 ・ 建築計画  ）

　　  不動産売買・鑑定評価 

　　  その他（　　　　　　　　　　）　

文化財係送信先【FAX 03-3647-8470】

近世の遺跡が存在する可能性が高い

※住居表示／1件につき1枚への記入

       

　　　名刺あり ･ スタンプ

回答書

  TEL:　    －　　    －　　

　FAX: 　   －　　    －　　

    　　※来庁の場合は記入不要

      名刺なし　　

　　　該当するため、文化財保護法に基づく届出等を要する→  江東区№　　 遺跡

来庁　・　FAX　

　 既存建物　Ａ．あり→地上　　　階・地下　　　階    Ｂ．なし

　　　該当しない

令和   年　　　月　　　日（　　）

埋蔵文化財が存在する可能性が低い

回　　答

～以下、文化財係記入欄～
照会方法

　  E．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　F．未　定

　  敷地面積:　　　　　㎡ ／ 建築面積: 　　  　　㎡  ／ 土壌改良　あり・なし

江東区地域振興部文化観光課文化財係
〒135-8383　東京都江東区東陽4-11-28　江東区役所4階32番窓口
TEL　０３－３６４７－９８１９（直通）
FAX　０３－３６４７－８４７０

開発計画等

  　A．個人住宅　　　B．集合住宅・ビル等　　C．商業施設など　　　D.宅地造成・区画整理

　↓　太枠内の必要事項をご記入ください (□には✔を入れてください）

照会理由

照 会 地

　No.

江東区埋蔵文化財包蔵地 照会受付票

必要　・　不要     ※来庁の場合のみ丸

　　敷地面積（亀戸3・4・8・9丁目の場合のみチェック）

　　    　500㎡以上　　　　　　　500㎡未満

照 会 者

特記事項 職員名

　  着工予定 :A.令和　年　月頃～　地上　　階・地下　階　B．未定　／ 掘削深度: GL－　　ｍ

周知の埋蔵文化財包蔵地（江東区№　　 遺跡）に近接する

中世の遺跡が存在する可能性が高い(500㎡以上)

指導なし

指導あり


